
気
象
業
務
法
及
び
国
土
交
通
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
三
日

参

議

院

国

土

交

通

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ

る
。

一

東
日
本
大
震
災
及
び
平
成
二
十
三
年
台
風
第
十
二
号
の
際
の
教
訓
等
を
踏
ま
え
、
各
種
警
報
等
に
係
る
予
測
精
度
や
信
頼

性
の
一
層
の
向
上
を
図
る
た
め
、
気
象
観
測
等
の
充
実
に
努
め
る
と
と
も
に
、
災
害
の
予
測
に
係
る
機
器
及
び
シ
ス
テ
ム
の

機
能
向
上
・
高
度
化
の
た
め
の
取
組
を
一
層
推
進
す
る
こ
と
。

二

海
洋
気
象
台
の
管
区
気
象
台
等
へ
の
組
織
統
合
及
び
業
務
の
一
体
運
用
に
よ
り
、
所
期
の
目
的
を
十
全
に
果
た
す
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
管
区
気
象
台
等
相
互
間
及
び
気
象
庁
本
庁
と
管
区
気
象
台
等
と
の
間
の
連
携
強
化
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る

と
と
も
に
、
業
務
を
担
う
人
材
に
つ
い
て
、
専
門
性
の
向
上
や
国
際
交
流
の
促
進
を
図
る
な
ど
、
体
制
の
充
実
に
努
め
る
こ

と
。右

決
議
す
る
。


